
◆行政手続法の制定（平成５年）、行政事件訴訟法の改正（平成18年）などを踏ま
え、遂に改正された行政不服審査法。①公正性の向上、②使いやすさの向上、
③国民の救済手段の充実・拡大の観点から、大幅な制度の見直しが行われました。

◆関係する処分の洗い出し、新しい行政不服審査会の設置準備、標準審理期間の設
定…各自治体で対応を検討するためには、新制度の正しい理解が欠かせません。

◆本書では、新制度の仕組みをわかりやすく解説。各項目の冒頭に制度のポイン
トを箇条書きで掲げ、新制度の特長が一目でわかるよう工夫しています。

行政不服審査法、制定後52年ぶりの全面改正──
新制度に備える最良のガイドブック！

行政不服審査法、制定後52年ぶりの全面改正──
新制度に備える最良のガイドブック！

ポイント解説
新行政不服
審査制度

行政不服審査制度研究会／編集
A5判・定価（本体3,100円+税）送料300円　※送料は平成26年9月時点の料金です。

はじめに （抜粋）
　平成２６年６月６日、行政不服審査法三法（「行政不服審査法」「行政不
服審査法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」（整備法）及び
「行政手続法の一部を改正する法律」）が参議院本会議で可決・成立し、
同月１３日に公布されました。
　今後は、平成２７年４月１日の「行政手続法」改正法の施行、「行政不服
審査法」及び「整備法」については、公布の日から起算して2年を超えない
範囲内において政令で定める日からの施行に向けた準備を進めていくこ
とになります。
　このうち、今回の「行政不服審査法」の改正は、行政手続法の制定（平
成５年）や行政事件訴訟法の改正（平成１６年）など関係法制度の整備・
拡充が行われたことから、①公正性の向上、②使いやすさの向上及び③
国民の救済手段の充実・拡大の観点から時代に即した見直しを進め、平
成２０年４月には「行政不服審査法案」（いわゆる「２０年法案」）が閣議決
定され、国会に提出されましたが、平成２１年の衆議院解散により審議未

了・廃案となったため、国民、各府省・団体等からの意見聴取等を行った
上で、平成２５年６月に総務省がとりまとめた「行政不服審査制度の見直し
方針」を踏まえたものであり、昭和３７年に制定された同法を約５０年ぶりに
抜本的に改正するものです。今回の改正が国民・住民及び国・地方公共
団体に与える影響は相当大きいものといえます。
　そこで、本書では、改正された「行政不服審査法」の解釈・運用のポイン
トについて、行政不服審査制度になじみの薄い方にとっても理解しやすい
ように、各節の冒頭に、その節の「ポイント」を設けて、そこで解説する制度
の概要を大まかに理解できるようにし、また、「解説」では、実務的な観点か
らできるだけ平易な文章で説明することを意図して執筆しました。（…）
　行政不服審査制度の利用者、担当する職員をはじめ、関係者の方々
が、本書を身近な参考資料として活用していただければ幸いです。
　平成２６年９月
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